
公告 第５９０号 

平成２８年２月２９日 

 

ＳＣＳＫ健康保険組合 

理事長 古森 明 

 

被保険者にかかる標準報酬 

および保険料率の決定について 
 

健康保険法第４７条の規定による平均標準月額について、下記のとおり公告する。 

また、平成 28年 2月 10日開催の第 92回組合会において、一般保険料率および介

護保険料率が決定したので、併せて公告する。 

 

記 

【標準報酬月額について】 

１． 平成２７年９月３０日現在平均標準報酬月額 

等級            ２７等級 

平均標準報酬月額   ４１０,０００円 

（平均報酬月額     ３９５,０７９円） 

 

２． 適用年月日   平成２８年４月１日 

 

（注） 1. 任意継続被保険者の保険料の算出基礎である平均標準報酬月額は、 

毎年９月末の平均標準報酬月額を公告する。 

 2. 保険料は事業主負担分を含めて、任意継続被保険者が全額を納入する。 

 3. 平成２８年４月以降、翌３月までの加入者については、平成２７年９月末の 

平均標準報酬月額、または、資格喪失時の標準報酬月額のいずれか低い 

月額により保険料を算出する。 

 

【保険料率について】 

１． 改定後の保険料率  ９２.００/１０００ （現行：９２.００/１０００） 

（１）一般保険料率  ９０.７０/１０００ （現行：９０.６４/１０００） 

  内訳  基本保険料率 ５６.５７/１０００ （現行：４７.０６/１０００） 

    特定保険料率   ３４.１３/１０００ （現行：４３.５８/１０００） 

  ※特定保険料は、一般保険料のうち高齢者医療制度へ拠出するための 

    保険料です。 

 



（２）調整保険料率  １.３０/１０００ （現行：１.３６/１０００） 

  ※調整保険料は、全国の健康保険組合間の共助を目的に実施している 

    事業に充てるための保険料で、毎年度、健康保険組合連合会が料率を 

    設定します。 

 

２． 介護保険料率   １１.４/１０００ （現行：１１.４/１０００） 

 

３． 負担割合 事業主  ５０％ 

被保険者 ５０％ 

 （一般保険料率：４６.０/１０００、介護保険料率：５.７/１０００） 

 

４． 適用時期 平成２８年３月１日 

※月例給与からの徴収は、３月分保険料（４月支給分）から 

※賞与については、平成２８年３月１日以降の支給分から 

 

                                           以上 


